
証券コード　2761
2019年７月18日

株　主　各　位

東京都新宿区新宿一丁目３番７号

ト シ ン ・ グ ル ー プ 株 式 会 社

代表取締役社長 加 藤 光 昭

第42期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素はご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第42期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、後記株主総会参考書類をご検討頂きまして、お手数ではございますが

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示頂き、2019年８月１日（木

曜日）午後５時30分までに到着するよう、ご返送下さいますようお願い申し上げ

ます。

敬　具

記
１．日 時 2019年８月２日（金曜日）午前９時

　　　　（受付開始時刻：午前８時）

２．場 所 東京都新宿区西新宿二丁目７番２号

ハイアットリージェンシー東京

地下１階　「センチュリールーム」

開始時刻にご注意下さい。

株主総会にご出席くださる株主様と、ご出席が難しい
株主様の公平性を勘案し、株主総会におけるお土産の
配布は実施しておりません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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３．会議の目的事項

(1）報告事項 第42期（2018年５月21日から2019年５月20日まで）事業報告、

計算書類及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会

の連結計算書類監査結果報告の件

　(2）決議事項

第１号議案

第２号議案

第３号議案

剰余金の処分の件

定款一部変更の件

取締役２名選任の件

第４号議案 監査役１名選任の件

４．議決権の行使に関する事項

(1）代理人によるご出席の場合

　株主様の代理人によるご出席の場合は、代理人は他の議決権を有する株主

様１名とさせて頂きます（その際、株主様ご本人の議決権行使書用紙ととも

に、代理権を証明する書面をご提出下さい。）。

(2）議決権の不統一行使に際しての事前のご通知方法

　株主様がその有する議決権を統一しないで行使される場合には、2019年７

月30日（火曜日）までに、当社に対しその有する議決権を統一しないで行使

する旨及びその理由を書面によりご通知下さい。

５．株主様へのお知らせ方法

　事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考書類の内容について、

株主総会の前日までに修正すべき事項が生じた場合には、書面による郵送また

は当社ホームページ（http://www.toshingroup.co.jp/）において、掲載するこ

とによりお知らせいたします。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

下さいますようお願い申し上げます。
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（提供書面）

事　業　報　告

（ 2018年５月21日から
2019年５月20日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果

① 事業の状況

　　当連結会計年度におけるわが国経済は、上半期においては設備投資が

　堅調に推移し、個人消費にも若干の明るさが見え、緩やかな回復基調と

　なりましたが、下半期には、米中貿易摩擦の激化により、企業業績に翳

　りが見えてきました。

　　当社グループが関わる電気設備資材業界におきましては、新築住宅着

　工戸数が95万戸（0.7%増）と昨年の減少から増加に転じております。猛

　暑効果で、エアコン関連商材が増加、銅建値も安定して推移しました。

　一方で、照明器具の新規集荷はＬＥＤ比率が高まり販売価格の下落が続

　いております。また、太陽光は、売電価格が更に低下し、住宅向けの低

　迷が続いております。

　　このような状況の中で、当社グループは、小口多数販売の基盤となる、

　得意先数の増加に積極的に取組むとともに、他社との競合が激化する中、

　当社独自のサービスの活用と、本社と営業所が一体となったグループ総

　合力で、受注獲得に繋げてまいりました。

　　この結果、売上高は439億9千8百万円（前連結会計年度比1.6%増）、

　経常利益は30億8千8百万円（前連結会計年度比0.7%増）、親会社株主に

　帰属する当期純利益は20億3千万円（前連結会計年度比1.2%増）となり

　ました。

② 設備投資の状況及び資金調達の状況

　当連結会計年度において実施致しました企業集団の設備投資の総額は、

1億8千万円で、建物、構築物、車両、器具、備品等への投資であります。

建物、構築物 40百万円

車両、器具、備品 140百万円

　設備投資の所要資金は、全額自己資金で充当しております。
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③ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

④ 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の

　 承継の状況

　該当事項はありません。

⑦ 対処すべき課題

　　　　世界経済がより不透明感を増し、少子高齢化により新築住宅着工戸数の

　　　減少が予想されるとともに、他社との競合は更に激化し、厳しい環境が続

　　　くものと思われます。一方で、リフォーム市場、リニューアル市場、省エ

　　　ネ関連市場は、引続き増加が見込まれます。

　　　　当社グループは、効率的な訪問と、地域密着の営業活動を更に推進し、

　　　基本戦略である「小口多数販売」を強化することで、これらの需要を積極

　　　的に取り込んでまいります。

　　　　また、働き方改革を更に推進するとともに、働き易い職場環境の整備、

　　　手当や褒賞金の充実などを実施し、優秀な人材の確保、定着にも、取組ん

　　　でまいります。

　　　　次期の連結業績見通しにつきましては、売上高445億円、経常利益31億

　　　 3千万円、親会社株主に帰属する当期純利益20億5千万円を予定しており

　　　ます。

　　　　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜わり

　　　ますようお願い申し上げます。
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(2) 財産及び損益の状況の推移

区　分 2015年度 2016年度 2017年度
2018年度

（当連結会計年度）

売 上 高 (百万円) 44,009 43,407 43,285 43,998

営 業 利 益 (百万円) 2,078 1,949 2,271 2,228

経 常 利 益 (百万円) 3,025 2,736 3,065 3,088

親会社株主に帰属
する当期純利益

(百万円) 1,761 1,752 2,007 2,030

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

199円22銭 205円57銭 239円22銭 246円10銭

総 資 産 (百万円) 42,373 40,505 42,029 42,116

純 資 産 (百万円) 33,614 34,118 35,528 35,903

自 己 資 本 比 率 (％) 79.2 84.1 84.4 85.1

（注)１株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 子会社の状況

名　　称 資本金 議決権比率 主要な事業内容

ト シ ン 電 機 ㈱ 10,000千円 100.0％ 電気工事材料卸売

丸 菱 電 機 ㈱ 10,000千円 100.0％ 電気工事材料卸売

ラ イ ト 電 機 ㈱ 10,000千円 100.0％ 電気工事材料卸売

あかり・ライフインテリア㈱ 10,000千円 100.0％
電気工事材料卸売
内・外装工事
ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業

㈲ 山 之 内 電 材 3,000千円 50.0％ 電気工事材料卸売
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(4) 主要な事業内容（2019年５月20日現在）

電気工事材料、照明器具及び電気器具の販売

建材、環境設備機器、空調設備設計施工管理

取扱商品分類 主要商品

　売上高構成比率（連結）

2017年度 2018年度

照明器具類
住宅用、施設用、水銀灯（ＨＩＤ）、ランプ、
ＬＥＤ、その他

23.06％ 22.32％

電線・配管材類
Ｆケーブル、ＩＶ、ＳＶ、通信線、ポールパイ
プ・ＣＤ管、配線器具、その他

23.27％ 23.04％

配・分電盤類
ブレーカー、電路資材、低圧機器、高圧機器、
制御機器、その他

8.76％ 8.92％

空調機器類
換気扇、ルームエアコン、パッケージエアコ
ン、エアコン部材、その他

21.08％ 22.09％

建材類
風呂、洗面台、トイレ、キッチン、内・外装
材、オール電化関連商品、太陽光発電システ
ム、その他

6.97％ 6.76％

その他
通信機器、情報機器、家電、ＯＡ機器、架線材
料、工具類、その他

16.86％ 16.87％
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(5) 主要な営業所（2019年５月20日現在）

①　当社

本社 東京都新宿区新宿一丁目３番７号

営業所
住宅環境システム（新宿区）
制御機器販売センター（本社内）

商品ｾﾝﾀｰ 東京都大田区

②　連結子会社

トシン電機㈱　　　（本社　東京都新宿区）

営業拠点
　東京都区内    18営業所
　東京都その他　11営業所
　神奈川県内    21営業所
　埼玉県内      20営業所
　千葉県内      14営業所
　茨城県内       5営業所
　群馬県内　　　 3営業所
　栃木県内　　　 2営業所

丸菱電機㈱　　　　（本社　東京都渋谷区）

営業拠点
　東京都区内　 　7営業所
　東京都その他 　1営業所
  埼玉県内　　　 1営業所

ライト電機㈱　　　（本社　東京都新宿区）
営業拠点
　東京都区内　 　2営業所

あかり・ライフインテリア㈱（本社　東京都板橋区）
 営業拠点
　 東京都区内　 　2営業所

㈲山之内電材  　　（本社　東京都江戸川区）

(6) 使用人の状況（2019年５月20日現在）

使用人数（名） 前連結会計年度末比増減（名）

677(10) ＋12(＋1)

 (注）使用人数は就業人数であり、パート及び嘱託は（　）内に年間の平均人数を外数で記載

　　　しております。

(7) 主要な借入先の状況（2019年５月20日現在）

　　該当事項はありません。
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２．会社の状況に関する重要な事項

　(1) 会社の株式に関する事項（2019年５月20日現在）

①　発行可能株式総数　　　　　普通株式　40,000,000株

②　発行済株式の総数　　　　　普通株式　11,405,400株

（当事業年度中の増減なし）

③　株主数　　　　　　　　　　　　　　　　　 　559名

④　単元株式数　　　　　　　　　　　　　　　 　100株

⑤　大株主　　　　　　　　　　(議決権行使基準日:2019年６月20日現在)

株 主 名 持株数 (株) 持株比率

加 藤 光 男 2,447,300 30.0％

加 藤 光 昭 2,245,600 27.5％

㈱ ケ イ ア イ テ イ 1,026,500 12.6％

加 藤 隆 子 630,700 7.7％

ﾄ ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 仕 入 先 持 株 会 448,000 5.5％

ﾄ ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 従 業 員 持 株 会 376,400 4.6％

加 藤 　 眸 266,300 3.3％

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 ㈱ 172,500 2.1％

加 　 藤 　 美 奈 子 114,700 1.4％

加 藤 一 昭 68,800 0.8％

　　（注）１.当社は、自己株式を3,251,825株保有しておりますが、上記大株

　　　　　　 主からは除外しております。

　　　　　２.持株比率は自己株式を控除して計算しております。

 

(2) 会社の新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
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(3) 会社役員に関する事項

①　取締役及び監査役の状況（2019年５月20日現在）

当社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 加 　 藤 　 光 　 男

代 表 取 締 役 社 長 加 　 藤 　 光 　 昭 仕入担当

取 締 役 常 務 深 　 瀬 　 晃 　 宏 経理・人事・総務担当

取 締 役 常 務 三 　 浦 　 正 　 人 広報・管理担当

取 締 役 多 　 嶋 　 大 　 輔 労務・社内体制企画担当

取 締 役 三 　 木 　 朋 太 郎 トシン電機㈱代表取締役社長

取 締 役 岩 　 﨑 　 　 　 勇 トシン電機㈱取締役専務

取 締 役 峯 村 勝 己 丸菱電機㈱代表取締役社長

取 締 役 小 　 木 　 邦 　 男

ライト電機㈱代表取締役社長
あかり・ライフインテリア㈱

代表取締役社長

取 締 役 （ 社 外 ） 金 　 子 　 英 　 男

監　査　役(常勤) 田 　 中 　 長 八 郎

監 査 役 （ 社 外 ） 光 　 藤 　 周 　 一 ㈱光藤工務店代表取締役社長

監 査 役 （ 社 外 ） 阿 久 津 　 正 　 志 弁護士

(注)１．取締役金子英男は、社外取締役であります。
　　２．監査役光藤周一、阿久津正志の両名は、社外監査役であります。
　　３．監査役光藤周一は、建設業界における長年の経験と知見を有しております。

　　なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
４．当事業年度末日以降の役員の異動は、ありません。
５．当社は、いずれの取締役、監査役とも、責任限定契約は締結しておりません。

②　取締役及び監査役の報酬等の総額

取締役 監査役 計

支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額

10名 454,787千円 ３名 10,785千円 13名 465,573千円

（注)１．取締役の報酬限度額は、年額660,000千円以内（ただし、使用人分給与を含まない）
　　　　 であります（2005年８月５日第28期定時株主総会決議）。

２．監査役の報酬限度額は、年額30,000千円以内であります（1997年８月19日第20期定時株
主総会決議）。

３．取締役の支給額には、社外取締役１名に対する支給額4,200千円を含んでおります。
４．監査役の支給額には、社外監査役２名に対する支給額6,012千円を含んでおります。
５．上記には、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。

・取締役に対する役員退職慰労引当金繰入額　54,503千円
・監査役に対する役員退職慰労引当金繰入額　   165千円
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③　社外役員に関する事項

（イ）他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　　監査役光藤周一は、㈱光藤工務店の代表取締役であります。㈱光藤

　　工務店と当社との間には特別の関係はありません。

（ロ）当事業年度における主な活動状況

・取締役金子英男は、当事業年度に開催された取締役会に29回中29回

　出席し、空調業界での長期の経験に基づき、取締役会における経営

　戦略の策定などにおいて、積極的に助言、提言を行っております。

・監査役光藤周一は、当事業年度に開催された取締役会に29回中15

　回、監査役会に14回中14回出席し、建設会社の経営者として、また

　建設業界での長期の経験に基づく深い造詣をもとに、会社の直面す

　る経営課題、取締役会の意思決定の妥当性・適正性等について、積

　極的に助言・提言を行っております。

・監査役阿久津正志は、当事業年度に開催された取締役会に29回中17

　回、監査役会に14回中14回出席し、弁護士としての専門的見地から

　コンプライアンス、内部統制システムならびに内部監査等について

　積極的に発言・提言を行っております。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称

      監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ

②　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（イ）公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項の業務に

係る報酬等の額　　　　　　　　　　　　21,900千円

（ロ）当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の金額　　　　　　　　　　　　　21,900千円

　（注１）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監

　　査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実

　　質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。

　（注２）監査役会は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及

　　び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検

　　証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を致し

　　ました。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　　　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

　　があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または

　　不再任に関する議案の内容を決定致します。

　　　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

　　ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任

　　致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集

　　される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告

　　致します。

④　責任限定契約の内容の概要

      該当事項はありません。
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３．業務の適正を確保する体制及び運用状況の概要
　　当社及び子会社（以下、当社グループ）は、会社法及び会社法施行規則に

　基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

　めの体制、その他株式会社の業務ならびに当該株式会社及びその子会社から

　成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で

　定める体制の整備」に関し、内部統制システム構築の基本方針を、以下のと

　おり定めております。

  （１）当社グループの取締役、使用人の職務執行が法令及び定款に適合するこ

　　　　とを確保するための体制

　　　　　企業理念に基づいた「倫理規程」「行動規範」を定め、取締役・使用

　　　　　人が法令及び定款ならびに社会規範を遵守した行動をとるための規範

　　　　　とします。

　（２）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　　　　取締役の職務執行に係る情報については、法令及び取締役会規程、職

　　　　　務権限規程、文書管理規程等の社内規則に基づき作成し、必要に応じ

　　　　　て取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理し

　　　　　ます。なお、作成した文書の保存期間は法令その他別段の規定がある

　　　　　ほかは、文書管理規程に定める保存期間とします。

　　　　　また、法令または取引所適時開示規則に則り、必要な情報開示を行な

　　　　　っております。

　（３）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　　　業務管理、安全管理、コンプライアンスなどの各部門の所管業務に付

　　　　　随するリスクについては、各所管部署において、規程、マニュアル等

　　　　　を作成し、その周知徹底を図るものとします。

　　　　　新たに発生したリスクについては、代表取締役社長がマニュアル等に

　　　　　その対処を追加、または必要に応じて新たな担当部署の設置を速やか

　　　　　に指示します。

　（４）取締役の職務執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

　　　　　取締役会においては、当社グループの取締役・使用人が共有する全社

　　　　　的な目標を定めます。取締役はその目標達成のために、各部門の具体

　　　　　的目標及び意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成方

　　　　　法を定め、取締役会にて定期的に進捗状況をレビューし改善を促し、

　　　　　全社的な業務の効率化を実現する体制を構築します。
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　（５）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　　　　ならびに、当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確

　　　　保するための体制

　　　　　子会社については、関係会社管理規程に基づき所管部門が定期的に報

　　　　　告を受けて管理を行ない、当社グループ全体の経営効率の向上を図る

　　　　　ものとします。

　　　　　また、子会社のリスク情報の有無を監査するため、当社から取締役や

　　　　　監査役を派遣するとともに、監査課を中心として、定期的な監査を実

　　　　　施する体制を構築します。監査の結果、子会社に損失発生の危険を把

　　　　　握した場合には、直ちに取締役及び関連部署に報告される体制を構築

　　　　　します。

　（６）監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合におけ

　　　　る当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性及

　　　　び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　　　　監査役の職務を補助する使用人を設置する場合には、当該使用人はそ

　　　　　の職務の遂行に関して、監査役の指揮命令下に置くものとし、取締役

　　　　　の指揮命令を受けないものとします。

　　　　　また、当該使用人の任免、異動、人事評価に関しては、監査役の同意

　　　　　を得なければならないものとします。

　（７）当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その

　　　　他の監査役への報告に関する体制

　　　　　当社グループの取締役及び使用人は、以下の事項について、監査役に

　　　　　報告する義務を負うほか、監査役会の規程の定めるところに従い、各

　　　　　監査役の要請に応じて、必要な報告及び提供を行なうものとします。

　　　　　・取締役会の決議事項

　　　　　・当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実

　　　　　・当社グループの取締役及び使用人の法令、定款違反行為またはこれ

　　　　　　らの行為を行なう恐れのある事実

　　　　　・監査課による内部監査の結果

　　　　　・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け

　　　　　なお、監査役への報告を行なった当社グループの取締役及び使用人に

　　　　　対し、当該報告をしたことを理由として、不当な取扱いを行なうこと

　　　　　を禁止します。
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　（８）その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

　　　　　監査役がその職務の執行に係る費用の支払いを求めた場合、必要ない

　　　　　と認められた場合を除き、当社がその費用を負担します。

　　　　　代表取締役社長、広報・管理担当役員及び監査課課長は、定期的に監

　　　　　査役と意見交換する機会を設け、監査役の監査の実効性確保に努める

　　　　　ものとします。

　（９）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　　　　　当事業年度における内部統制システムの運用においては、法令及び社

　　　　　内ルールを遵守し、企業理念に基づいた「倫理規程」「行動規範」を

　　　　　子会社を含めた各事業所に掲示することにより、その浸透に努めてお

　　　　　ります。

　　　　　企業集団全体のリスク管理においては、代表取締役社長を中心に各部

　　　　　門・部署におけるリスク提言に努めております。

　　　　　取締役は、取締役会及び部長会において年度計画の進捗状況の確認を

　　　　　行なうとともに、迅速かつ効率的な業務を行っております。また、各

　　　　　子会社の状況についても、担当取締役及び関係部門が毎月子会社から

　　　　　の報告を受け確認を行なっており、必要に応じて取締役会に報告を行

　　　　　なっております。

　　　　　内部監査の実施については、子会社を含めた各事業所において、監査

　　　　　課が年間の内部監査計画に基づき、諸規程の遵守状況について監査を

　　　　　行なっております。なお、内部監査時に確認された内容については、

　　　　　監査課から担当取締役を通じて改善を求めるとともに、常勤監査役に

　　　　　も報告を行なっております。

　　　　　当社の監査役への報告としては、取締役会等の会議体を通じて、適宜

　　　　　報告がされております。

４．会社の支配に関する基本方針

　　　　特に定めておりません。

（注）本事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満を切捨て、比率については四捨

五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2019年５月20日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流　動　資　産】

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【固　定　資　産】

【 有 形 固 定 資 産 】

建 物 及 び 構 築 物

車 両 運 搬 具

土 地

そ の 他

【 無 形 固 定 資 産 】

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

【投資その他の資産】

投 資 有 価 証 券

出 資 金

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

29,012,656

21,380,131

6,712,973

781,137

147,551

△9,137

13,103,645

9,945,321

1,677,505

155,233

7,995,293

117,289

474,066

404,427

32,969

36,669

2,684,257

409,690

1,440

763,350

1,386,944

151,229

△28,397

【流　動　負　債】 4,084,903

買 掛 金 2,645,018

未 払 法 人 税 等 541,141

賞 与 引 当 金 213,000

未 払 金 411,165

そ の 他 274,577

【固　定　負　債】 2,127,821

役員退職慰労引当金 1,015,695

退職給付に係る負債 1,037,796

そ の 他 74,329

負 債 合 計 6,212,724

純 資 産 の 部

【株　主　資　本】 35,741,543

資 本 金 865,000

資 本 剰 余 金 1,514,631

利 益 剰 余 金 41,208,125

自 己 株 式 △7,846,213

【その他の包括利益累計額】 117,580

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

101,693

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

15,886

【 非 支 配 株 主 持 分 】 44,453

純 資 産 合 計 35,903,577

資 産 合 計 42,116,302 負 債 ・ 純 資 産 合 計 42,116,302
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連 結 損 益 計 算 書

(2018年５月21日から
2019年５月20日まで)

（単位：千円）

科　　　目 金　　　額

売 上 高 43,998,977

売 上 原 価 34,779,917

売 上 総 利 益 9,219,059

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,990,519

営 業 利 益 2,228,540

営 業 外 収 益

受 取 利 息 20,622

受 取 配 当 金 12,395

受 取 会 費 768,738

そ の 他 59,277 861,033

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4

支 払 手 数 料 1,349 　　　　　　 1,353

経 常 利 益 3,088,219

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,587 1,587

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 3,542

固 定 資 産 除 却 損 2,894 6,436

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,083,370

法人税、住民税及び事業税 1,071,402

法 人 税 等 調 整 額 △21,238 1,050,164

当 期 純 利 益 2,033,206

非支配株主に帰属する当期純利益 2,762

親会社株主に帰属する当期純利益 2,030,443
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連結株主資本等変動計算書

(2018年５月21日から
2019年５月20日まで)

（単位：千円）

株　　　主　　　資　　　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 865,000 1,514,631 39,642,306 △6,712,499 35,309,438

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △464,625 － △464,625

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

－ － 2,030,443 － 2,030,443

自 己 株 式 の 取 得 － － － △1,133,714 △1,133,714

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－ － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 1,565,818 △1,133,714 432,104

当 期 末 残 高 865,000 1,514,631 41,208,125 △7,846,213 35,741,543

その他の包括利益累計額
非支配株主

持分
純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 156,571 20,731 177,303 41,691 35,528,433

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － △464,625

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

－ － － － 2,030,443

自 己 株 式 の 取 得 － － － － △1,133,714

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△54,877 △4,844 △59,722 2,762 △56,960

当 期 変 動 額 合 計 △54,877 △4,844 △59,722 2,762 375,144

当 期 末 残 高 101,693 15,886 117,580 44,453 35,903,577
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連　結　注　記　表

１．記載金額につきましては、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

  （1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び名称

連結子会社の数　　　　５社

連結子会社の名称

・トシン電機㈱

・丸菱電機㈱

・ライト電機㈱

・あかり・ライフインテリア㈱

・㈲山之内電材

  （2）持分法の適用に関する事項

        該当事項はありません。

  （3）会計方針に関する事項

　① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

　　理し、売却原価は移動平均法により算定）

　時価のないもの

　　移動平均法に基づく原価法

　② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

　移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

　の方法により算定）

　③ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月1日

以降取得の建物附属設備と構築物については、定額法によっております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　　　　　　３～47年

車両運搬具　　　　　　　　　　　　　　２～６年

その他（工具、器具及び備品）　　　　　２～20年

無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）

に基づいております。
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　④ 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権及び貸付金の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。

　⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項

　　　　　退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰

属させる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度のその発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその

他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

　　　消費税等の会計処理

  　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　３．表示方法の変更に関する注記

　　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16

　　日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分

　　に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
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４．連結貸借対照表に関する注記

　　 有形固定資産の減価償却累計額 3,848,711千円

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

  (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式(株) 11,405,400 － － 11,405,400

  (2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,052,025 199,800 － 3,251,825

 （変動事由の概要）

増加は定款授権に基づく取締役会決議により買い受けた自己株式の買取りによるものであり

ます。

  (3) 配当に関する事項

　　  ①　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2018年８月３日

定時株主総会
普通株式 233,894 28.0 2018年５月20日 2018年８月６日

2018年12月28日

取締役会
普通株式 230,730 28.0 2018年11月20日 2019年１月31日

　　  ②　連結会計年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項

　　　　　　2019年８月２日開催の定時株主総会に次のとおり付議する予定であります。

 　　　　　　 普通株式の配当に関する事項

・配当の原資 利益剰余金

・配当金の総額 228,300千円

・１株当たりの配当額 28円

・基準日 2019年５月20日

・効力発生日 2019年８月５日
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６．退職給付会計に関する注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

　　　　　また、当社は総合設立型の厚生年金基金である東京都電機企業年金基金に加入して

　　　　おります。

　　　　　要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のと

　　　　おりであります。

　　　①　制度全体の積立状況に関する事項（2018年３月31日現在）

　　　　　a.年金資産の額　　　　　　　　　　    　　 　 130,908百万円

　　　　　b.年金財政計算上の数理債務の額と

　　　　　　 低責任準備金の額との合計額　　　　　　　　146,380百万円

　　　　　c.差引額（a－b）  　　　　　　　　　　　   　△15,471百万円

　　　②　制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

　　　（自2017年４月１日　至2018年３月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.57%

　　　③　補足説明

　　　　　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高18,834百万円で

　　　　あります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間11年6ヶ月の元利均等償であ

　　　　り、当社グループは連結計算書類上、年金拠出額86,580千円を費用処理しております。

　　　　　なお、上記②の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

(2) 退職給付債務及び退職給付に係る負債

①　退職給付債務 1,037,796千円

②　年金資産 　　－

③　退職給付に係る負債　（①－②） 1,037,796千円

（注）上記の他、総合型の厚生年金基金制度に係る年金資産があり、当社掛金拠出割合で計

算した年金資産の額は、2,057,888千円であります。

(3) 退職給付費用の内訳

①　勤務費用 63,110千円

②　利息費用 4,107千円

③　期待運用収益 －

④　数理計算上の差異の処理額 △18,442千円

（注）厚生年金基金制度を含めておりません。なお、年金拠出額は86,580千円であります。
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(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　割引率 0.27%～0.32%

②　期待運用収益率 －

③　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④　数理計算上の差異の処理年数 ５年

（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数による定額法

により、発生の翌連結会計年度から費用処理しております。）

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　　　　 当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については自

　　　 己資本の充実を図り、短期的な運転資金を銀行借入にて賄っております。

　　　　 受取手形及び売掛金に係る得意先の信用リスクについては、当社グループの内部規程に

　　　 従い、得意先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、毎期全取引先の信用状態を把

　　　 握する体制としております。

　　　 　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、これらに係る市場価格の変

　　　 動リスクに関しては定期的に把握された時価が取締役会等に報告されております。

　　　　 営業債務である買掛金及び未払金は、全て１年以内の支払期日であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　　　　 2019年５月20日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められ

るもの（(注２)参照）及び重要性が乏しいものについては、次表には含まれておりませ

ん。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区 分
連結貸借対照表
計 上 額

時 　 　 価 差 　 　 額

①　現金及び預金 21,380,131 21,380,131 －

②　受取手形及び売掛金 6,712,973 6,712,973 －

③　投資有価証券 409,590 409,590 －

資 　 産 　 計 28,502,696 28,502,696 －

④　買掛金 2,645,018 2,645,018 －

⑤　未払法人税等 541,141 541,141 －

⑥　未払金 411,165 411,165 －

負 　 債 　 計 3,597,325 3,597,325 －
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　（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

　　資　産

　　　①　現金及び預金　　②　受取手形及び売掛金

　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

　　　　価額によっております。

　　　③　投資有価証券

　　　　　時価については、取引所の価格によっております。

　　負　債

　　　④　買掛金　　⑤　未払法人税等　　⑥　未払金

　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

　　　　価額によっております。

　（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

　非上場株式 100

  出資金 1,440

　敷金及び保証金 1,386,944

　　　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

　　ことから、「③投資有価証券」には含めておりません。

　　　出資金、敷金及び保証金についても、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

　　難と認められることから、上表に含めておりません。

８．賃貸等不動産に関する注記

　　　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

９. １株当たり情報に関する注記

　（1）１株当たり純資産額 4,397円96銭

　（2）１株当たり当期純利益 246円10銭

 　※１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

 連結損益計算書上の親会社株主に帰属する

 当期純利益
2,030,443千円

 普通株式に係る親会社株主に帰属する

 当期純利益
2,030,443千円

 普通株式の期中平均株式数 8,250,467株

10．重要な後発事象に関する注記

　　　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表

（2019年５月20日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流　動　資　産】

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品

前 払 費 用

未 収 入 金

立 替 金

そ の 他

【固　定　資　産】

【 有 形 固 定 資 産 】

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

【 無 形 固 定 資 産 】

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

施 設 利 用 権

電 話 加 入 権

【投資その他の資産】

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

繰 延 税 金 資 産

会 員 権

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

25,975,011

19,736,903

1,011,745

4,709,740

267,928

32,608

111,133

104,489

461

13,104,498

9,644,102

1,563,122

10,184

32,596

42,912

7,995,286

468,560

404,427

32,969

1,078

30,085

2,991,835

409,690

567,767

1,110

551,945

121,857

1,341,957

11,506

△14,000

【流　動　負　債】 3,317,175

買 掛 金 2,646,784

未 払 金 132,528

未 払 費 用 20,546

未 払 法 人 税 等 436,744

預 り 金 61

賞 与 引 当 金 28,500

そ の 他 52,010

【固　定　負　債】 1,178,848

役員退職慰労引当金 1,015,695

退 職 給 付 引 当 金 108,618

預 り 保 証 金 54,534

負 債 合 計 4,496,023

純 資 産 の 部

【株　主　資　本】 34,481,792

資 本 金 865,000

資 本 剰 余 金 1,514,631

資 本 準 備 金 1,514,376

その他資本剰余金 255

利 益 剰 余 金 39,948,374

利 益 準 備 金 124,883

その他利益剰余金 39,823,490

別 途 積 立 金 8,000,000

繰 越 利 益 剰 余 金 31,823,490

自 己 株 式 △7,846,213

【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】 101,693

その他有価証券評価差額金 101,693

純 資 産 合 計 34,583,486

資 産 合 計 39,079,510 負 債 ・ 純 資 産 合 計 39,079,510
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損　益　計　算　書

(2018年５月21日から
2019年５月20日まで)

（単位：千円）

科　　目 金　　　額

売 上 高

商 品 売 上 高 37,116,456

経 営 管 理 指 導 料 1,162,148

賃 貸 料 収 入 678,887 38,957,491

売 上 原 価

商 品 売 上 原 価 34,815,079 34,815,079

売　　上　　総　　利　　益 4,142,412

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,639,743

営 業 利 益 1,502,668

営 業 外 収 益

受 取 利 息 19,905

受 取 配 当 金 12,388

受 取 管 理 料 59,171

受 取 家 賃 4,079

受 取 会 費 766,380

そ の 他 54,639 916,564

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4

支 払 手 数 料 1,349 　　　　　　 1,353

経 常 利 益 2,417,879

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 55 55

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 1,689

固 定 資 産 除 却 損 28 1,717

税 引 前 当 期 純 利 益 2,416,217

法人税、住民税及び事業税 827,252

法 人 税 等 調 整 額 △23,720 803,531

当 期 純 利 益 1,612,685
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株主資本等変動計算書

(2018年５月21日から
2019年５月20日まで)

（単位：千円）

株 　 主 　 資 　 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

資本準備金
その他
資 本
剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計

別途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 865,000 1,514,376 255 1,514,631 124,883 8,000,000 30,675,429 38,800,312 △6,712,499 34,467,445

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － － △233,894 △233,894 － △233,894

剰余金の配当
（中間配当）

－ － － － － － △230,730 △230,730 － △230,730

当期純利益 － － － － － － 1,612,685 1,612,685 － 1,612,685

自己株式の取得 － － － － － － － － △1,133,714 △1,133,714

株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

－ － － － － － － － － －

当期変動額合計 － － － － － － 1,148,060 1,148,060 △1,133,714 14,346

当期末残高 865,000 1,514,376 255 1,514,631 124,883 8,000,000 31,823,490 39,948,374 △7,846,213 34,481,792

評価・換算差額等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等
合 　 　 計

当 期 首 残 高 156,571 156,571 34,624,017

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △233,894

剰余金の配当（中間配当） － － △230,730

当 期 純 利 益 － － 1,612,685

自 己 株 式 の 取 得 － － △1,133,714

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 )

△54,877 △54,877 △54,877

当 期 変 動 額 合 計 △54,877 △54,877 △40,531

当 期 末 残 高 101,693 101,693 34,583,486
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個　別　注　記　表

１．記載金額につきましては、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記

 　　(1)有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

　移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

 (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

　移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの

　方法により算定）

（3)固定資産の減価償却の方法

　　　　　有形固定資産

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く)及び2016年４月1日

以降取得の建物附属設備と構築物については、定額法によっております。

　主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３～47年

　　　構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　10～20年

　　　車両運搬具　　　　　　　　　　　　　　　　４～６年

　　　工具、器具及び備品　　　　　　　　　　　　２～20年

　        無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）

に基づいております。
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 (4)引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権及び貸付金の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上

しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づ

き計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ

せる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法により、発生の翌事業年度から費用処理してお

ります。

　　　　　退職給付に係る会計処理

　　　　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算

　　　　　　書類における会計処理の方法と異なっております。

 (5)消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　３．表示方法の変更に関する注記

　　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　　　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月

　　　16日）等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区

　　　分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

４．貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 2,933,851千円

(2)関係会社に対する短期金銭債権 5,530,259千円

(3)関係会社に対する長期金銭債務 54,126千円
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５．損益計算書に関する注記

 関係会社との取引高

　　売上高 37,337,664千円

　　その他の営業取引高 593,380千円

　　営業取引外の取引高 81,073千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 3,052,025 199,800 － 3,251,825

（変動の事由概要）

増加は定款授権に基づく取締役会決議により買い受けた自己株式の買取りによるものであり

　ます。

７．税効果会計に関する注記

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 21,805千円

未払事業所税 2,265千円

賞与引当金 8,726千円

退職給付引当金 33,259千円

役員退職慰労引当金 311,005千円

会員権評価損 11,955千円

関係会社株式 196,593千円

減価償却超過額 6,605千円

その他 10,685千円

　　 計 602,901千円

繰延税金負債

固定資産税 △6,074千円

その他有価証券評価差額金 △44,881千円

　　 計 △50,956千円

繰延税金資産の純額 551,945千円
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８．関連当事者との取引に関する注記

 　(1）役員及び個人株主等

種 類
会社等の
名　　称

資本金又
は出資金
( 千 円 )

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取引の
内　容

取引金額
（千円)

科 目
期末残高
( 千 円 )役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
自己の
計算に
おいて
所有し
ている
会　社

㈱ケイアイ
テ イ

10,000
不動産
賃  貸

（被所有）
直接
12.2

役員
２名

不動産
賃　借

不動産
賃　貸

351,387
敷金
及び
保証金

253,047

 (注)１．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

２．賃借料及び売買金額は、近隣の相場を参考に対象物件の当社としての利便性等を

　　斟酌して決定しております。

 　(2）子会社等

種 類
会 社 等
の 名 称

資本金又
は出資金
( 千 円 )

事 業 の
内 容 又
は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容

取 引 の
内 容

取 引 金 額
( 千 円 )

科 目
期 末 残 高
( 千 円 )

役 員
の 兼
任 等

事 業 上
の 関 係

子会社
トシン
電機㈱

10,000
電気設
備資材
の販売

(所有)
直接
100.0

役員
５名

当社仕入
商品の販
売及び不
動産賃貸

商品売上 32,216,928 売掛金 4,085,690

経営管理

指導料
1,079,115

受取手形 900,270

賃貸料収入 678,887

受取管理料 49,595 － －

（注)１．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針

商品売上・経営管理指導料・受取管理料については、関係会社との「取引基本契約

書」をもとに、同社の経営状況等を斟酌して、単価・料率等を決定しております。

賃貸料収入については、近隣の相場を参考に対象物件の同社としての利便性を斟酌

して決定しております。

９. １株当たり情報に関する注記

 (1）１株当たり純資産額 4,241円51銭

 (2）１株当たり当期純利益 195円46銭

 　※１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

損益計算書上の当期純利益 1,612,685千円

普通株式に係る当期純利益 1,612,685千円

普通株式の期中平均株式数 8,250,467株

10．重要な後発事象に関する注記

　　　　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年６月27日

トシン・グループ株式会社

取締役会　御中

監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  坂 本 裕 子 

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  佐 藤 　 禎 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、トシン・グループ株式会社の2018
年５月21日から2019年５月20日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、トシン・グループ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年６月27日

トシン・グループ株式会社

取締役会　御中

監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 坂 本 裕 子 

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐 藤 　 禎 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、トシン・グループ株式会社
の2018年５月21日から2019年５月20日までの第42期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

 当監査役会は、2018年５月21日から2019年５月20日までの第42期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受
けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに以下
の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受ける
　 ほか、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
　 財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
　 の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
　 体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
　 会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議
　 に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運
　 用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
　 ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
　 た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
　 各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って
　 整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表・損益計算
書・株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表・連結
損益計算書・連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
 ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
 ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
 ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年７月１日

トシン・グループ株式会社　監査役会

監 査 役 ( 常 勤 ) 田 　 中 　 長 八 郎 　 ㊞

監 査 役 光 　 藤 　 周 　 一 　 ㊞

監 査 役 阿 久 津 　 正 　 志 　 ㊞

 （注）監査役光藤周一及び監査役阿久津正志は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役で
　　　 あります。

以　上

以　上
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株主総会参考書類

　第１号議案　剰余金の処分の件

　期末配当金につきましては、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするととも

に、内部留保にも意を用い、次のとおりとさせて頂きたく存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

　　金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金28円(普通配当)

総額 228,300,100円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年８月５日
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　第２号議案　定款一部変更の件

　　１．提案の理由

　　　　　第14条ならびに第23条は、取締役の体制変更に伴い、株主総会及び

　　　　取締役会の柔軟な運営を目的とするものであります。

　　　　　第44条は、配当金基準日を株主総会の議決権基準日と統一するもの

　　　　であります。

　　２．変更内容
　　　　　変更内容は次のとおりであります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線部分が変更箇所であります）

現　行　定　款 変　更　案

　　　　　第3章　　株主総会
　（招集者及び議長）
　第14条　株主総会は、法令に別段の定めの
　　　　ある場合を除き、取締役会の決議に
　　　　よって、取締役社長が招集する。取
　　　　締役社長に事故あるときは、あらか
　　　　じめ取締役会において定めた順序に
　　　　より、他の取締役が招集する。
　　（2）株主総会においては、取締役社長
　　　　が議長となる。取締役社長に事故が
　　　　あるときはあらかじめ取締役会にお
　　　　いて定めた順序により、他の取締役
　　　　が議長となる。

　　　　　第4章　　取締役及び取締役会
　（取締役会の招集者及び議長）
　第23条　取締役会は、法令に別段の定めが
　　　　ある場合を除き取締役社長が招集し
　　　　議長となる。取締役社長に事故ある
　　　　ときはあらかじめ取締役会で定めた
　　　　順序により他の取締役が招集し、議
　　　　長となる。

　　　　　第7章　　　計算
　（期末配当金）
　第44条　当会社は、株主総会の決議によっ
　　　　て、毎年5月20日の 終の株主名簿に
　　　　記載または記録された株主または登
　　　　録株式質権者に対し、金銭による剰
　　　　余金の配当（以下「期末配当金」と
　　　　いう）を支払う。

　　　　　第3章　　株主総会
　（招集者及び議長）
　第14条　株主総会は、法令に別段の定めの
　　　　ある場合を除き、取締役会の決議に
　　　　よって、代表取締役が招集する。代
　　　　表取締役に事故あるときは、あらか
　　　　じめ取締役会において定めた順序に
　　　　より、他の取締役が招集する。
　　（2）株主総会においては、代表取締役
　　　　が議長となる。代表取締役に事故が
　　　　あるときはあらかじめ取締役会にお
　　　　いて定めた順序により、他の取締役
　　　　が議長となる。

　　　　第4章　　取締役及び取締役会
　（取締役会の招集者及び議長）
　第23条　取締役会は、法令に別段の定めが
　　　　ある場合を除き代表取締役が招集し
　　　　議長となる。代表取締役に事故ある
　　　　ときはあらかじめ取締役会で定めた
　　　　順序により他の取締役が招集し、議
　　　　長となる。

　　　　　第7章　　　計算
　（期末配当金）
　第44条　当会社は、株主総会の決議によっ
　　　　て、毎年6月20日の 終の株主名簿に
　　　　記載または記録された株主または登
　　　　録株式質権者に対し、金銭による剰
　　　　余金の配当（以下「期末配当金」と
　　　　いう）を支払う。
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　第３号議案　取締役２名選任の件

　取締役　三木朋太郎、小木邦男の２名が本総会終結の時をもって任期満了

となりますので、取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

１
（みき　ともたろう)

三 木 　 朋 太 郎

(1953年5月20日生)

1977年４月　松下電工株式会社　入社

　　　　　  (現 パナソニック株式会社）

2006年７月　トシン電機分割準備株式会社

　　　　　　入社　代表取締役社長

2006年11月　トシン電機株式会社　入社

　　　　　　代表取締役社長（現任）

2007年８月　当社　取締役（現任）

6,200株

（取締役候補者とした理由）

　営業分野での豊富な経験と実績に基づく優れた経営執行能力を有しており、引続き取締役候

　補者と致しました。

２
（ お ぎ 　 く に お )

小 木 　 邦 男

(1959年４月14日生)

1982年４月　ヤマト電機株式会社　入社

2001年６月　同社　代表取締役

2005年３月　ライト電機株式会社　入社

　　　　　　代表取締役社長（現任）

2007年８月　当社　取締役（現任）

2014年５月　あかり・ライフインテリア株式

会社

　　　　　　代表取締役社長（現任）

1,300株

（取締役候補者とした理由）

　営業分野での豊富な経験と実績に基づく優れた経営執行能力を有しており、引続き取締役候

　補者と致しました。

（注１）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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　第４号議案　監査役１名選任の件

　　監査役　光藤周一氏が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

　監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案に関しては、監査

　役会の同意を得ております。

　　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

（みつふじ　しゅういち)

光 藤 　 周 一

(1963年５月23日生)

1991年７月　株式会社佐藤秀　入社

2006年３月　同社　退社

2006年４月　株式会社光藤工務店　入社

2011年１月　同社　代表取締役社長（現任）

2015年８月　当社社外監査役（現任）

－株

（社外監査役候補者とした理由）

　光藤周一氏は、建築業界における企業経営の分野をはじめとする、豊富で幅広い

　経験・知識等に基づいた助言や監視を期待して、社外監査役として適任であると

　判断し、選任をお願いするものであります。

　　　（注１）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　（注２）光藤周一氏は、社外監査役候補者であります。

　　　（注３）光藤周一氏は、現在当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間

　　　　　　　は、本総会終結の時をもって４年になります。

　　　（注４）光藤周一氏は、東京証券取引所に独立役員として届出ておりますが、選任後

　　　　　　　も引続き、独立役員として届出る予定であります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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株主総会会場ご案内図

ハイアットリージェンシー東京

東京都新宿区西新宿二丁目７番２号

地下１階『センチュリールーム』

　　　　　　　　　　●「新宿駅(西口)」より徒歩約10分

　　　　　　　　　　●東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」より徒歩約４分

　　　　　　　　　　●都営大江戸線「都庁前駅」に直結(Ａ７出口、Ｃ４通路）

　　　　　　　　　　●新宿西口ハルク前35番乗り場より無料送迎バスが運行しております


